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イギ リスの評価制度

三重大学 大内章子

はじめに

 近年， 日本企業は成果主義賃金や目標管理，多

面評価， コンピテンシーによる評価など，いわゆ

る 「成果主義」を導入 している。それによって業

績による賃金格差を設け， さらにその格差を従業

員のインセンティブにっなげようとしていると考

えられる。一方の従業員 も，従来の年功的要素の

強い賃金体系に対 して，成果主義の導入によって

業績評価に応じた報酬を期待 している(1)。このよ

うに，評価 と賃金は密接に関係 しており，業績評

価は賃金格差をっける根拠 となっている。

 こうした成果主義の導入状況に対 して，「「成果

主義」の課題と将来展望」 という特集を組んだ組

織学会編(2001)で 執筆 した5名 の研究者 には共

通 した主張があるという(p.5)。 すなわち，「成果

主義」の導入は，組織に働 く人々の評価や処遇を

短期的な個人業績に リンクさせるだけではな く，

組織の人材マネジメントのシステム全体について

の考え方の変革 を要請 しているとい うことであ

る。また，守島(1999)も ，成果や業績にウェイト

が置かれた賃金の導入は職場のモラールにマイナ

スの影響があるが，成果や業績を重視する人事評

価はプラスの影響がある可能性があると示唆す

る。いずれも，単なる個人の業績と賃金との リン

クでは成果主義は成功 しないという警告である。

 ところで，日本企業が成果主義に基づいて導入

している諸制度の源泉はアメリカにある。イギ リ

ス企業 も日本と同様にアメリカの諸制度を導入 し

ている。では，上記のような状況にある日本企業

に対 して，イギ リス企業ではどのような状況にあ

るのだろうか。

 イギ リスの賃金および評価制度に関心を持って

日本に紹介 した日本人の研究はい くっかある。そ

の共通点 として挙げられることは，関心がマニュ

ァルワーカー(manual worker)に 向けられ， 評

価制度が賃金決定の手段として捉えられているこ

とで あ る。 例 え ば ， 稲 上(1990，p.204)は ，1980

年 代 に マ ニ ュ ア ル ワ ー カ ー の 賃 金 が フ ラ ッ ト ・

レー ト(職 務 給 ， 同一 労 働 ・同一 賃 金)か ら レ ン

ジ ・レー ト(実 績 評 価 給)に 移 行 し， マ ニ ュ ア ル

ワー カ ー が 同 じ仕 事 を して い て も評 価 査 定 が給 与

等 に反 映 さ れ る よ うに な って い る こ と に 注 目 し

た。 この こ と自体 は， イ ギ リス に お い て は大 きな

変 化 で あ る。 な ぜ な ら， そ れ ま で査 定 は主 に管 理

職 や ホ ワイ トカ ラー の み に適 用 され， マ ニ ュア ル

ワー カ ー に対 して は査 定 そ の もの が な され て い な

か った か らで あ る。木 元(1994，p..62)も 人 事 考 課

=査 定 に 基 づ い て 賃 金 が 決 定 さ れ る 「査 定 給

(performance based pay)」 が ブル ー カ ラ ーに 対

して導 入 され た こ とに 注 目 した。 そ して在 英 日本

企 業4社 の事 例 調 査 か ら 日本 型 人 事 考 課=査 定

の 「イ ギ リ ス 化 」 を 見 て い る。 同 様 に， 黒 田

(1994，p.68)も1985年 以 降 ， 「業 績 考 課 給(per-

formance related pay)」 と 「人 事 考 課(personnel

appraisals)」 が マ ニ ュ ア ル 労 働 者 層 に ま で 浸 透

し， マ ニ ュア ル職 種 と ノ ン ・マ ニ ュア ル 職 種 の 賃

金 形 態 の 統一 化 が な され て い る こ とを 指 摘 す る。

氏 の 言 う業 績 考 課 給 と は， あ らか じめ 定 あ られ た

各 人 の 業 績 目標 の 達 成 度 を 考 課 し， そ れ に 基 づ い

て 決 定 され る給 与 で あ る(p。48)。

 この よ うに ， 上 記 に 取 り上 げ た 日本 人 研 究 者 の

(1980年 代 後 半 か ら1990年 代 前 半 の)関 心 はマ

ニ ュ アル ワ ー カ ーの 賃 金 と評 価 制 度 の 関 係 に あ っ

た(2)。一 方 ，イ ギ リス の研 究 で は な いが ， 日本 ， タ

イ ， マ レー シア， ア メ リカ， ユ ー ゴの5力 国 で の

聞 き取 り調 査 か ら国 際 比 較 した 藤 村(1989)は ，

ブル ー カ ラ ー労 働 者 に っ い て ， 成 績 査 定 と賃 金 を

直 接 に 結 び っ け る方 式 は， ア ジ アの 国 々 で は普 通

に 行 わ れ て い る もの の 欧 米 で はあ ま り見 られ な い

こ と， また 成 績 査 定 を 賃 金 に 直 接 結 び っ けず に上

司 と部 下 の コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの 手 段 と して 活 用

し， 技 能 習 得 の 励 み に す る こ とが で き る こ とを 明

らか に して い る。

 で は， イ ギ リス にお い て そ れ まで 評 価 の 対 象 と



74

なっていたホワイ トカラーの評価制度にはどのよ

うな変化が見 られるのであろうか。ホワイ トカ

ラー ・マニュアルカラーを問わず，その後も評価

制度は賃金格差決定の根拠として用いられている

のだろうか。あるいはビジネス戦略に基づいた人

材育成 ・能力開発に結びっけたより広いシステム

の一環 として捉えられているのだろうか。本研究

では，以上の問題意識に基づいて，イギ リス企業

における評価制度の内容 とその現状や特徴を文献

研究によって明 らかにしたい。アメリカか らの導

入 とその変容，日本 との比較を念頭におきなが ら

研究を進めていく。

1.評 価制度の歴史的変化

 ま ず， イ ギ リス に お け る評 価 制 度 の歴 史 的変 化

を 見 て み よ う(3)(表1参 照)。 い っ 頃発 生 し， ど の

よ うに変 容 して現 在 に至 った の だ ろ うか。

 最 初 の正 式 な モ ニ タ リング シス テ ム は， 第 一 次

大 戦 前 の ア メ リカ に お い てFrederick Taylorら

に よ って 開 発 され ， 科 学 的 管 理 法 に基 づ いて 多 く

の 業 績 評 価 が 試 み られ た。1920年 代 に ア メ リカ

の 軍 隊 に導 入 され ， や が て イ ギ リス に広 が っ た。

当 初 は職 場 で 成 功 す る の に必 要 な 特 性(trait)を

評 定 す る もの で，1950-60年 代 に ア メ リカで もイ

ギ リ ス で もmerit・ratingま た はperformance

appraisal(以 下 ， 「PA」)と い う名 前 の業 績 評 価

が 主 流 に な った。 この場 合 の特 性 とは， 仕 事 に求

め られ る 「行 動(behaviour)」 で は な く，実 質 的 に

「パ ー ソナ リテ ィ(personality)」 で あ り， 今 で も

選 抜 や 昇 進 の 査 定 ， 個 人 の 能 力 開 発 に用 い られ て

い る もの で あ る。Merit-ratingは 主 観 的 判 断 の 定

量 化 に よ って よ り客 観 的 に な る と信 じられ ， 業績

給 に反 映 させ る こ とに用 い られ て い る。

 パ ー ソ ナ リテ ィ の 評 価 を 行 っ て い る と い う

merit-ratingやPAの 問 題 点 を克 服 す る もの と し

てMBO(management by objectives； 目標 管 理

制 度)が1960-70年 代 に主 流 とな った(4)。MBO

は， イ ギ リス に お い て はJohn Humbleに よ っ

て ， 利 益 と成 長 目標 を 達 成 す る と い う企 業 の 二 「

ズを 管 理 職 自身 の 貢 献 と開 発 と い う ニ ー ズ に合 致

させ る た め の ダ イ ナ ミ ッ ク シ ス テ ム と定 義 され

た。 しか し， す べ て の 組 織 は社 会 シ ス テ ム， 対 人

相互 関 係 の ネ ッ トワ ー クで あ り， 測定 ・定 量 化 す

れ ば す る ほ ど微 妙 で 非 定 型 的 な 仕 事 が 犠 牲 に な

り， また個 人 の ニ ー ズ や 目標 を排 除 して しま う と

い う欠 点 が あ る と批 判 され た。 他 に， 対 話 の な い

トップ ダ ウ ンで行 わ れ る こ とが多 い， 管 理 職 以 外

はmerit-ratingが 適 用 さ れ る， 管 理 職 個 人 の 役

割 が 強 調 され る，年1度 の実 施 の た め 日常 的 な活

動 に は ほ とん ど関 係 しな い， 目標 の 定 量 化 が 過 大

に強 調 され て い る， な どの 欠 点 が あ る と され た。

そ れ らの 欠 点 を 克 服 す る た め 決 定 的 事 項 記 録 法

(critical incident technique)や 行 動 基 準 評 定 法

(behaviourally anchored rating scales；BARS)

な ど の 施 策 が 試 み られ た。 こ の よ う にMBOは

1970年 代 末 に 大 き く批 判 され た もの の， 管 理 職

対 象 の もの とい う点 を除 い て は今 で も(後 に述 べ

るperformance managementの 中 に さ え)受 け

入 れ られ て い る。

 1970年 代 ，MBOの 影 響 を受 け て， 修正 版PA

が 発 展 した。 目標 の 同 意 目標 に対 して 得 られ た

結 果 の 評 価 が 組 み 込 ま れ た こ とで， 「結 果 志 向 の

評 価 」 と も呼 ばれ た。 修 正 版PAは 個 人 の 目標 に

応 じた パ フ ォ ー マ ン ス全体 の評 定 で あ った。 特 性

の評 定 も用 い られ た が， 最 近 で は コ ン ピテ ンス(5)

(仕 事 を う ま く遂 行 す る た あ の 能 力)の 評 定 に

と って代 わ られ て い る。 そ してパ フ ォー マ ンス の

評 定(performance rating)に 基 づ い て決 ま る業

績 給(performance-related pay；PRP)の 導 入 に

よ って ， 修 正 版PAは1980年 代 後 半 に勢 い を得

た。 この と きの 評 価 は仕 事 の 量 ・質 ， 職 務 知 識 ，

信 頼 性 ， イ ノベ ー シ ョ ン， 従 業 員 開 発 ， コ ミュ ニ

ケ ー シ ョ ンとい った 個 々 の パ フ ォ ーマ ンス要 因 の

評 定 お よ び 全体 評 価 な どを 含 ん で い る。 自己評 価

(self-appraisal)の 形 を と る こ と もあ り， そ の場 合

に は フ ォー ム(書 式)に 仕 事 の改 善 計 画 ， 訓 練 の

必 要 事 項 ， 潜 在 能 力 の査 定 の欄 が設 け られ る こ と

もあ る。 しか し， 修 正 版PAに は主 観 的 判 断 ， 異

な る管 理 職 に よ る評 定 ， 遅 い フ ィー ドバ ック， 管

理 職 が 部 下 の 評 価 に力 量 不 足 を感 じる こ と な ど の

問 題 点 が 残 され た。 最 大 の 問 題 点 は評 価 が 経 営 の

通 常 の プ ロ セ スか ら独 立 して しま って い る， つ ま

り個 人 の 目標 達 成 度 と ビジ ネ ス全 体 あ る い は部 門
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表1 イギ リスの評価制度 の進展
』 一 .一一一.一一一 一 .一.一一 一 一一一一

Management by Objectives Revised Performance Apprais一 Performance Management

(MBO) al(PA)
一r一 一一 一一

(PM)

主流の
時期

1960^一70s 1970^一80s 1990s～

内 容 企業 の ニ ー ズを管 理職 の ニ ー ズ 結果志向の評価 様 々なHRMと 調和 するプ ロセ ス

(貢献 と開 発)に 統 合 させ るた め を統合 する もの

の ダ イナ ミッ ク シ ス テ ム
ー一一一一一一 一.一一.一一一一一

競争優位，付加価値の獲得
』 一一一..

特 徴 ・個人 目標 ・個人 目標 も含 まれ得 る ・企 業 ， チ ー ム， 個 人 各 々 の 目標

・定量化 され た業績測定 ・質的 な業績指標が用 い られ るこ の統合

と もある ・定量 的測定 や コンピテ ンス要 件

・報 酬 へ の リ ンク が用 い られる こともある
・従業 員開 発(報 酬 を切 り離 す)

・ コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン

ー 一一 一-一 齟丁-一 一幽π}L一 ■“罰一 冖一

適用対

象者
 一一

里職

一一 一一一

全従業員 全従業員

   一一一 一一一一一一一一

評価要 現 在 の パ フ ォ ー マ ンス(業 績) 個 々のパ フ ォーマ ンス要因(仕 事 パ フ ォー マ ン ス(業 績 と行 動)

素 の量 ・質，職務 の知識 信頼性， 過去 ・現在 の業績 よ り将来 の能 力

イ ノ ベ ー シ ョ ン， 従 業 員開 発 と コ

ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン)お よ び パ

フ オー マ ンス全 体

レ ビ ュ ー 年1回 年1回 年1回 以上 の公式 レ ビュー と継

の時期

』 一一一一 一.一一一.一一..

続 的 レビュー， 計画設定 と評価 は

年1回

評価の
仕方

トップ ダ ゥ ン， 評 定 あ り トップ ダ ウ ン， 評 定 あ り 協 働プ ロセス， 評定 は一般的でな

い

管理者 ラ イ ンマ ネ ジ ャー， 人 事 部 門

控塑
ライ ンマ ネ ジ ャー

問題点 ・目標 の定量化 に限界 ・主観 的判断 ・プ ロセ スが複 雑

・管 理 職 以 外 はmerit-rating ・評価者間 の評価基準 の統一 が困 ・評価が圧制的 ・強制的 な管理 手

難 段 として捉え られ ること
・遅 い フ ィ ー ドバ ッ ク ・チームの成 果 ・評価が困難

・管理職 に負担
』 一 一一一 一一一一一 一一一一.一..一.一一

Armstrong&Baron(1998)， Fletcher(1997)他 を 参 考 に 作 成.

の 目標 達 成 度 が リン ク して い な い こ とに あ った。

 そ こで発 展 した の がパ フ ォー マ ンス ・マ ネ ジメ

ン ト(performance management； 以 下 ， 「PM」)

で あ る。 この 用 語 は1970年 代 に初 あ て ア メ リカ

で 使 用 さ れ た が ，1980年 代 半 ば ま で は 新 しい取

り組 み と して そ の プ ロセ ス が認 識 され な か った。

PMの 初 期 の特 徴 は， 能 力 開発 と評 価 の両 方 が 強

調 され た こ と， 個 人 の 強 み と開 発 ニ ー ズ を定 義 し

た特 性 図表 を使 用 した こ と， 達 成 手 段 と結 果 の統

合 が な され た こ と， 開発 レ ビ ュー と報 酬 レ ビ ュー

を分 け た こ とに あ る。 イ ギ リスで は1980年 代 後

半 に初 め て紹 介 され， ア メ リカ と同 様 に1990年

ま で にPMがHRM(human resource manage-

ment)の 用 語 に仲 間入 り して今 日の主 流 とな って

い る。

 イ ギ リス の評 価 制 度 は ア メ リカ の影 響 を 強 く受

け て い る。 しか し，Randel1(1994， p.228)は 両 国

の テ キ ス トに お け る評 価 制 度 の違 い を次 の よ うに

見 て い る。 ア メ リカ で は 評 価 の 対 象 が 仕 事 中 心

で，機 械 的，評 定 べ 一 ス の プ ロセ ス(behavioural

observation scalesやBARS)に 傾 い て お り， 職

務 分 析 が不 可 欠 とな って い る。 そ れ に対 して， イ
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ギ リスで は評 価 の 対 象 は ヒ ト中 心 ， スキ ル ベ ー ス

の アプ ロ ーチ を取 って い る。

2.パ フ ォ ー マ ン ス ・マ ネ ジ メ ン ト

 (1)パ フ ォー マ ンス ・マ ネ ジ メ ン トPerform-

  ance Management(PM)と は何 か?

 PMは ，1980年 代 の企 業 の競 争 激 化 に よ る90

年 代 初 あ の リセ ッシ ョ ン， グ ロ ーバ ル化 に よ って

求 め られ る よ う に な っ た業 績 向 上(製 品 とサ ー ビ

スの 質 の 向上 ， 生 産 コス ト削減 ， 短 期 間 で の新 製

品 開発)な どを背 景 に して盛 ん に導 入 され， 私 企

業 だ け で な く公 的 部 門 で も導 入 され て い る(Wil-

liams 1998， pp.2-3， Bach 2000， p.242)。 で は，

PMと は い っ た い何 で あ ろ うか 。 実 は その 定 義 は

まだ 定 ま って い な い。 その 中 味 は企 業 に よ って 異

な るの が 実 態 で あ る。

 Fletcher(1993， p.36)に よ れ ば， PMの 有 力 な

概念 と して ，① 組 織 の 目的 ・目標 に つ い て共 有 さ

れ た ビ ジ ョンを創 る こ と， ② 個 々 の従 業 員 が組 織

の 目 的 ・目標 に貢 献 す る こ とを理 解 ・認 識 す る の

を 助 け る こ と， そ して ③ そ れ ら① ② を 通 じて 個

人 ・組 織 双 方 のパ フ ォ ー マ ンス を管 理 ・向 上 す る

こ と， が あ る。

 Williams(1998， pp.9-24)に よ れ ば， PMに は

次 の3っ の 見 方 が あ る。 す な わ ち， ① 組 織 の パ

フ ォ ーマ ン スを 管理 す る シ ス テ ム， ② 従 業 員 の パ

フ ォ ーマ ンス を管 理 す る シス テ ム， ③ 組 織 と従 業

員 のパ フ ォー マ ンス の管 理 を統 合 す る シス テ ム で

あ る。 そ の 中 で もイ ギ リス の著 者 の間 で は，PM

を導 入 す る 目的 が 個 人 のパ フ ォー マ ンス を組 織 の

パ フ ォ ー マ ンス に貢 献 させ よ うと して い る こ と に

重 きが あ る と い う。 そ して ， 指 針 ・計 画 → 管 理 ・

サ ポ ー ト→ レ ビュ ー ・評 価 → 開 発 ・報 酬 とい うサ

イ クル がPMの 中心 とな って い る とい う。

 そ う した 中 でArmstrong&Baron(1998， p，7)

はPMを 次 の よ うに定 義 す る。従 業 員 のパ フ ォー

マ ンス を 向上 し， チ ー ム や個 人 の能 力 を開 発 す る

こ と に よ って ， 組 織 に持 続 的 な成 功 を もた らす よ

う な戦 略 的 ・統 合 的 ア プ ロ ー チで あ る。 「戦 略 的」

と は， ビジ ネ ス環 境 で 効 果 的 に機 能 す べ く ビジ ネ

ス に直 面 す る よ り広 い課 題 お よ び， よ り長 期 的

な目標を達成 しようとする場合の方向性 という意

味である。 「統合的」 とは次の4っ の意味で使わ

れている。① ビジネス，チーム，個人の目標を リ

ンクする垂直的統合，②異なるビジネスをリンク

する機能的統合，③HRMの 様々な側面(特 に組

織の開発と人的資源開発 ・報酬)の 統合，④個人

ニーズの組織ニーズへの統合である。

 Bach(2000， p.241)に よれば，評価制度の進展

によって以下のようなHRMの 議論についてより

多 くの ことがわか って きた。第1に ，PAか ら

PMへ の移行は人事慣行がより戦略的 ・統合的ア

プローチをとるようになってきたことを象徴 して

いる。ただし，他のHRMと 同様に，公式のポ リ

シーと実際の慣行との間にはギャップがある可能

性がある。第2に ，特にPMの 出現は， HRMの

マネジメントスタイルがソフ トなのかハー ドなの

かにっいての議論を反映 している。ソフ ト的アプ

ローチとは将来の高い業績を確実にするための訓

練ニーズを見出 して能力ある従業員を開発すると

いうもので，ハー ド的アプローチとは個人の目標

に対する現在のパ フォーマンスをレビューし，そ

の評定を個人の報酬に リンクさせるというもので

ある。っまり，開発を重視するのか報酬を重視す

るのかの違いである。第3に ，HRM施 策の登場

とその実践という問題として，人事政策とビジネ

ス全体の戦略の整合性をどのようにとるかという

ことがある。 その点で，PMは 企業の目標を個人

の目標に リンクさせることによって問題を解決す

る。それ までのPAは 人事部門が策定するもの

の，そのプライオ リティに無関心な ラインマネ

ジャーに委譲 しなくてはならないというジレンマ

があったのである。

 (2)Performanceと は何 か?

 さて ，従 来 ， 日本 語 文 献(例 え ば笹 島2001， 黒

田1994)で は 「業 績 」 と訳 され て い るperform-

anceに つ い て， 本 章 で は単 に 「パ フ ォ ー マ ンス」

と カ タ カ ナ で 訳 して き た。 パ フ ォ ー マ ンス と は

い った い何 を意 味 す る の だ ろ うか 。

 もち ろん ， パ フ ォ ー マ ンス は① 達 成 され た仕 事

の 結 果 ・成 果=業 績(ア ウ トプ ッ ト)で あ る。 し

か し，Armstrong&Baron(1998 ， pp.15-16)に



よれ ば ， そ れ だ け で な く② 行 動(イ ンプ ッ ト)の

意 味 を 持 っ て い る。 特 に 個 人 とチ ー ム両 方 の パ

フ ォ ー マ ンス を 管 理 す る と き は， 「何 が な さ れ る

か 」とい う こ とだ け で な く，「どの よ うに な され る

か 」 とい う こ とが 考 慮 され な けれ ば な らな い。 そ

してPMで は 目標 設 定 や レ ビ ュ ー と同 様 に業 績

と コ ン ピテ ンシー(行 動 特 性)が 重 視 され て い る。

これ が 今 多 くの 企業 が 関心 を持 っ モ デ ル とな って

い る とい う。 した が って，PMに お け るパ フ ォー

マ ン スに は 「業績 」 だ け で は な く 「行動 」 の意 味

が 含 ま れ て い る と ころ に 注 意 す べ きで あ る。 そ の

た め本 研 究 で は 「パ フ ォー マ ンス」 と カ タ カナ表

示 を して い る。

 (3)PMに お け る評 価Appraisal

 PMが 主 流 に な って き た イ ギ リス にお いて ， 依

然 と して従 業 員 に対 す る評 価(6)は そ の 中心 的役 割

を果 た して い る。 で は， 評 価 の 目 的 とは何 だ ろ う

か。

 評 価 の 目 的 は組 織 と従 業 員 ・労 働 組 合 とで は異

な る。Randell(1994， pp.221-222，233)に よ れ

ば， 企 業 が 従 業 員 評 価 を行 う目的 と して， 今 や っ

て い る職 務 の 中 で人 々 のパ フ ォー マ ンス を向 上 さ

せ る こ とが あ り， さ らに彼 らの モ チ ベ ー シ ョ ンを

維 持 ・向 上 させ る こ とが あ る。 一 方 ， 従 業 員 や労

働 組 合 側 か らす れ ば， 評 価 は個 々 の労 働 者 の努 力

に対 す る報 酬 を最 大 化 す る方 法 の1つ で あ る。 そ

れ 故 ， 従 業 員 の評 価 プ ロ セ スが 組 織 の発 展 に どの

よ う に役 立 っ と考 え られ て い る のか が 重 要 な課 題

に な り， この こ と は人 事 管 理 を全 体 論 的 な意 味 で

解 釈 す るPMの 課 題 そ の もの につ な が って い る。

PMに お い て は， パ フ ォ ー マ ンスの 向 上 が 優 先 さ

れ ， パ フ ォ ー マ ンスの 査 定 は それ か ら考 え られ る

べ き こ とで あ る と い う(p.237)。

 Fletcher(1997， pp.5-11)で も評 価 の 目的 は立

場 に よ って異 な る。 組 織 に と って そ れ は， 従 来 は

被 評 価 者 に 対 す る査 定(assessment)で あ った。

査 定 そ の もの は評 価 の コ ア要 素 を な す もの の， 評

価 の基 本 的 な 目的 は別 に あ る とい う。 す な わ ち，

報 酬(賃 金 ・昇 進)の 決 定 ， 従 業 員 のパ フ ォー マ

ンス の 向上 ， 動 機 づ け， 従 業 員 計 画 の継 続 と潜 在

能 力 の確 認 ， 管 理 職 と部 下 の会 話 の促 進 ， 解 雇 な
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ど不十分なパフォーマンスに対する公的査定であ

る。 しか し，評価者である管理職，被評価者であ

る従業員にとっては別のニーズがある。被評価者

(従業員)は フィー ドバ ックを求め，業績向上に関

心をもち，訓練ニーズをもち，上司との会話を求

め，公平な報酬を欲する。 このうち組織ニーズと

一致 するのは，正確かっ公平な評価，評価者 との

良好な関係，報酬への リンクということになる

が，実現するのは非常に難 しい。いずれも成功す

れば被評価者に受け入れられやすいが，悪い評価

を得る，評価者 との関係が悪い，報酬への結びっ

きが強い， という場合には被評価者は防御心が強

くなり，評価の結果を受け入れにくくなる。一方，

評価者(管 理職)に とって評価はあまりすぐによ

い効果や報酬にっながらないハイ リスクな行為で

あり，評価者 は評価 にあまり価値をおいていな

い。そのため組織ニーズとは一致 しない。 これら

のことから，評価 システムが組織ニーズそのもの

からなり，評価者や被評価者の観点が取 り入れら

れていない点に問題があるという。そして，開発

と動機づけの観点か ら評価の機能を定義づけるこ

とが最 もよいオプションだとする。その理由とし

て，評価者 ・被評価者双方に受け入れられる，組

織にとってパフォーマンスの向上が最優先だと表

明できる，個人間を比較 した査定では評価の効果

に疑問がある，の3点 を挙げている。

 これまで見てきたことか ら，評価の目的は主に

2っ ， すなわち①査定 ・従業員間の比較およびそ

れによる報酬への リンクと②従業員開発および動

機づけに分けられることがわかる。大きな流れで

言えば，当初は査定 ・従業員間の比較のたあの評

価がなされ，後になって従業員開発 ・動機づけの

たあの評価がなされるようになった(7>。そしてそ

の目的に応 じて様々な手法が導入されてきた。

 (4)PMの 内 容 と その 実 施 率

 1990年 代 に イ ギ リス の主 流 と な ったPMは ，

実 際 どの く らい の企 業 で導 入 され て い るの だ ろ う

か。1991年 にInstitute of Manpower Studies

が行 った調 査(以 下 ，IMS調 査)と1997年 にIn-

stitute of Personnel and Development(IPD)が

行 った調 査(以 下 ，IPD調 査)の2つ の調 査 を 見
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表2 イ ギ リス企 業 に お け るPerformance Managementの 主 な項 目の 実 施 率
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Armstrong&Baron(1988， pp，104-105)よ り作 成.調 査 は1977年 の も の.

て み よ う(8)。

 IMS調 査 で は， 正 式 なPMプ ロ グ ラ ム を 有 す

る企 業 が20%， 他 の 形 で 従 業 員 の パ フ ォ ー マ ン

ス を 管 理 して い る企 業 が66%， 何 の施 策 も行 っ

て い な い企 業 が14%で あ る。一 方 ，6年 後 のIPD

調 査 で は，69%の 企 業 が 正 式 なPMプ ロ グ ラ ム

を有 して お り， 近 い将 来 に も何 ら施 策 を行 う予 定

が な い企 業 は11%に す ぎ な い。

 1990年 代 後 半 に 多 くの 企 業 が 導 入 して い る

PMの 特 徴 は何 で あ ろ うか。表2を 見 る と，ま ず，

目標 設 定 と レ ビュ ー，年1回 の査 定 ， 個 人 開 発 プ

ラ ン， 自己 評 価 は実 施 率 が 高 く， そ の 評 価 も効 果

的 だ とす る企 業 が 多 い。 しか し， 業 績 給(PRP)に

っ いて は実 施 率 が 高 いが ， そ の 効 果 はあ ま り見 ら

れ な い(9)。

 次 に， 企 業 に よ って 導 入 して い る施 策 の 組 み 合

わ せ が 多 様 で あ る とい う特 徴 が あ る。1っ のPM

プ ロ セ ス し か 有 し な い 企 業 が64%， 従 業 員 に

よ っ て異 な る プ ロ セ ス を有 して い る企 業 が35%

で あ る。 また ， 対 象 とな って い るの は上 級 管 理 職

(96%)， 管 理 職 ・チ ー ム リー ダー(90%)， 技 術 ・

事 務 ス タ ッ フ(85%)， 専 門職(81%)が 主 体 で ，マ

ニ ュア ル ワー カ ー は53%と 低 い(10)。した が って，

どの 従 業 員 を 対 象 に した どの よ うな施 策 の 組 み 合

わ せ が ベ ス トプ ラ ク テ ィ ス なの か は判 明 しな い。

 IMS調 査 とIPD調 査 を 比 べ て み る と， 目標 設

定 と レ ビュ ー，年1回 の 査 定 は両 調 査 にお いて も

PMの 主 流 を な す 施 策 で あ る。 しか し， PRPは

1991年 に は74%の 企 業 で 導 入 さ れ て い た が ，

97年 に は導 入 企 業 は43%に 低下 して い る。 逆 に

1991年 に は そ れ ほ ど導 入 さ れ て お らず97年 に

導 入 して い る企 業 が 多 い項 目 は， 従 業 員 開 発 プ ラ

ン(PDP)と コ ン ピテ ンス査 定 で あ る。 これ ら は，

現 在 で は企 業 が 評 価 を 報 酬 に リ ンク させ る こ と よ

り も従 業 員 開 発 ・能 力 向 上 に役 立 たせ る こ とを 重

視 して い る こ とを 示 して い る。

 別 の 調 査 で ， ベ イ ン&メ イ ビー(2001；pp.83-

84)は 人 事 考 課 に コ ン ピテ ンシ ー(外 に 表 れ た 行

動)を 用 い る イギ リスの 企 業 は過 半 数 に増 え て い

る こ とを 指 摘 す る(11)。コ ン ピ テ ン シ ーを 使 う 目的

は ト レー ニ ン グ ・能 力 開 発 ニ ー ズ の 識 別(95%)

や 昇 進 決 定(49%)で あ って 給 与 決 定(14%)で は

な い 。 そ して ， 現 在 の 役 割 に お け る過 去 の 成 果 を

評 定 す る人事 考 課 で 問 題 とな るの は， そ の 人 が 将

来 うま くや れ るか ど うか の ポテ ン シ ャル で あ る と

い う(p.90)。 す な わ ち過 去 ・現 在 の 業績 に対 す る

評 価 よ り将 来 に 発揮 され るで あ ろ う能 力 に対 す る

評 価 が 重視 され るよ うに な って い る こ とを 示 唆 し



て い る 。

 (5)PMの 特徴

 イギ リスにおけるPMの 特徴 とは何であろう

か。 日本の成果主義 との関係で考えて， ここでは

全体論的アプローチとパ フォーマンス向上 ・開発

の2点 を挙げたい。

 ① 全体論的アプローチ

 Findley et al.(2000)に よれば，これまでのPA

は，組織によって正式にデザインされる職務に対

する責任や職務特有の仕事に対する行動を評価す

ることに焦点を当ててきた。 しか し，近年では動

機づけ，コ ミュニケーション，社会的プロセスと

して扱 う全体論的な見方が増えてきたという。す

なわち，仕事の成果 ・結果を出すまでには対人関

係や社会的関係といったプロセスも重要であると

いう考え方で，「文脈上の(contextua1)パ フォー

マンス」という概念である。文脈上のパフォーマ

ンスには2っ の側面がある。1っ は対人関係で，

仕事仲間との協調，対人関係に気を使うこと，仲

間のパフォーマンスを助ける行動である(12>。もう

1つ は仕事への熱意で， 求あられている以上に熱

心に仕事をすること，仕事遂行に際 しての障害を

取り除 くこと，組織のルールに従うことである。

この文脈上のパフォーマンスという概念を用いれ

ば，システムとしての評価制度を整備するだけで

なく，仕事の成果 ・結果を出すまでのプロセスを

も評価する必要があるということになる。

 この文脈上のパフォーマンスという概念は，従

来， 日本企業が重視 してきた ものだ と考え られ

る。石田(1985，p.11)は ，日本では特定の個人の

職務分担が明確でない 「境界的」「相互依存」領域

がある一方で，外国では個人の職務内容 ・責任 ・

権限が明確で，不明確な相互依存の領域が限 られ

ているとした。文脈上のパフォーマンスとは，ま

さに特定の個人の職務分担が明確でない 「境界

的」「相互依存」領域の仕事を遂行する上で必要な

概念である。逆に，個人の職務内容 ・責任 ・権限

が明確な場合には重視されないものである。そ し

て，成果主義の導入に際 して短期的な個人の業績

を重視 しすぎると簡単 に失いうるものであろう。

 このようにイギ リスにおけるPMは ，個人につ
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いては仕事の成果 ・結果だけでなく一連の仕事の

プロセス全体を評価 し，組織については個人の目

標を組織の目標に一致 させて組織全体のパ フォー

マンスを上げるという経営戦略全般を貫 くものと

なっている。

 ② パ フォーマンス向上 ・開発

 イギ リスでは， 「(4)PMの 内容とその実施率」

にて見たように，PMが 主流 となった当初こそ業

績給(PRP)を 導入 した企業が多かったが，今では

減少 している。イギ リスにおけるPMの 第2の 特

徴は，企業が評価を報酬にリンクさせることより

も従業員開発 ・能力向上および動機づけに役立た

せることに方針を変えてきたことであろう。それ

は同時に，過去 ・現在の業績に対する評価より将

来に発揮されるであろう能力に対する評価が重視

されてきていることを意味 している。rは じあに」

で述べたように，日本において組織学会編(2001)

の執筆者 らが個人の業績と報酬との リンクでは成

果主義は成功 しないだろう警告 しているが，イギ

リスでは個人 の業績 と報酬 とを リンクさせた

1990年 代初めの評価制度 はすでに見直 しがなさ

れているということになる(13)。

3.む すび にかえて

 これ ま で 見 て きた よ うに，PMは 独立 した制 度

で は な く， 業 績 評 価 を含 む経 営 戦 略上 の包 括 的 な

シス テ ム と して の概 念 で あ り， 企 業 に よ って諸 制

度 の組 み合 わ せ は様 々 で あ る。 そ の特 徴 は， チ ー

ム や個 人 の 目標 を組 織 の 目標 に合 致 さ せ る こ とで

あ り， 評 価 を報 酬 よ り も能 力 開 発 や動 機 づ け に リ

ンクす る こ と を重 視 して い る。 評 価 の対 象 と な る

の は業 績(ア ウ トプ ッ ト)だ けで な く行 動(イ ン

プ ッ ト)を 含 む パ フ ォ ー マ ンスで あ り， その 基 準

は過 去 ・現 在 よ り将 来 の パ フ ォ ー マ ンスの 向 上 で

あ る。 この観 点 か ら， イ ギ リス にお け るPMの 導

入 は成 果 主 義 を 押 し進 あ る 日本 企 業 に逆 行 す る動

・き と して 捉 え る こ とが で き よ う
。

 こ う したPMの 導 入 に対 して ， も ち ろん 問題 点

や 批 判 が な い わ け で は な い。Armstrong&

Baron(1998， pp.85-100)に よ れ ば， 「よ い ア イ



80

ディアだが機能 しない」という主に実務家 ・一部

の学者による批判 と，「悪いアイディア故に機能

しない」という主に学者による批判がある。前者

の批判は，管理職は評価という仕事を押 しっけが

ましい官僚的で退屈な仕事だと考えて基本的に評

価を好 まないという理由による。 しか し，IPD調

査では実際にはマネ ジャーはPRPが 公平でない

と考えていても，個人の能力開発の側面を持っパ

フォーマ ンス レビューにっいては認め，忠実に

行っているという。後者の批判について，10本 の

論文の レビューによれば，批判は主 に2っ に分か

れるという。1っ は， プロセスがあまりに複雑か

つ難事である故に問題があるというものである。

パ フォーマンス評価は多くのマネジャーが習得で

きない微妙な心理的 ・社会的スキルを必要 とする

からである。 もう1っ は，評価が圧制的 ・強制的

な管理の手段 として捉えられがちだという問題で

ある。他にも，人々の多様な関心 ・利害に対 して

組織 と個人の目的の一致 という単一フレームを用

いていること，評価はチームワークなど仕事の集

団的な側面を無視 していること，評価は基本的に

主観的なものであること，などの批判があるとい

う。

 従業員に対する評価は客観的であることが望ま

しいが，主観的要素を取 り除 くことは非常に困難

であろう。PMは 仕事の成果 ・結果を評価するシ

ステムの構築を追求するものというより，対人関

係や社会的関係といった成果 ・結果を出すまでの

プロセスをも評価 しようとするものである。それ

は，評価の客観性を追求するよりも被評価者の納

得性を得 ようとす る狙 いがある。イギ リスでは

チームによる仕事が増え，組織形態が有機的組織

に変化するのに伴 って，たとえ仕事の効率化に結

びっかなくても，従業員 は様々な仕事を調整 し，

お互いに助け合い，社会規範に即 した行動をする

ことが求あられようになっている。それが組織全

体の効率に結びつくと理解 されているからである

(Findley et al.2000， p.639)。 このような状況が

多 くのイギ リス企業のPM導 入につなが ってい

る。PMの 導入 は同時 に 「雇用関係 の個 別化」

(Williams 1998， p.8)を 表 し，それゆえに多様な

管理が必要になることも示 している。

〈注〉

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(g)

(9)

た と え ば， 社 会 経 済 生 産 性 本 部(1997)で は 若 年

層 を 中心 に公 平 性 よ り も納 得 で き る差 を も った

公 正 性 を 重 視 す る 傾 向 が 見 ら れ， ま た 福 谷

(1996)に よ る企 業 の研 究 者 に 対 す る ア ン ケ ー ト

調 査 の 分 析 で も， 研 究 者 は業 績 評 価 を 賃 金(給

与 ・ボ ー ナ ス)や 処 遇(昇 進 ・昇 格)に 反 映 す る

こ とを望 ん で い る.

査定 制 度 の主 要 目的 が，米 国 で は 昇給 ・昇 進 の 決

定 ，上 下 の コ ミュニ ケ ー シ ョ ンの促 進 ・教 育訓 練

の 決定 で あ るの に 対 し， 日本 で は 賃 金 や昇 進 昇 格

の決 定 で あ る とい う遠 藤(1999，p.75)の 指 摘 に

あ る よ うに， 日本 人研 究 者 が 日本 と の比 較 で イ ギ

リ スの 評 価 制 度 を 見 る な ら評 価 制 度 と 賃 金 と の

関 係 に注 目 す る ことが 多 くな る の で あ ろ う.

Armstrong&Baron(1998， pp.29-48)， Fletch-

er (1997， pp.12-35)， Randell(1994)， Grint

(1993)な ど を参 考 に して い る.

MBOは ア メ リカ にお いて1955年 にPeterDruck-

erが 創 り出 した 用 語 で，続 いてDouglas McGre-

gorが 提 唱 した.

イ ギ リス で は 「コ ン ピテ ン ス(competence)」 と

「コ ン ピ テ ン シ ー(competency)」 は異 な る 意 味

で 用 い られ る.Armstrong&Baron(1998， pp.

296-299)に よ れ ば， 前 者 は 「仕 事 を う ま く遂 行

す る た め の能 力 」， 後 者 は 「有能 なパ フ ォ ー マ ン

スの 背 景 に あ る行 動 特 性 」 と い う意 味 で あ る.

従 業 員 に対 す る評 価 につ いて は，employee ap-

praisa1， staff appraisal， personnel appraisalな

どの 用 語 が 使 わ れ て い る.

こ の 流 れ は ア メ リ カ で も 同 じ で あ る.笹 島

(2001，pp.134-135)に よ れ ば， ア メ リカで の人

事 評 価 の 目的 は，1960年 代 以 前 に は昇 給 ， 雇 用

の 継 続 ・解 雇 ， 昇 進 の 決 定 で あ り，60年 代 に

入 っ て 従 業 員 の 能 力 開 発 ， 組 織 の 要 員 計 画 ，

QWL(労 働 生 活 の質)の 改 善 を 含 む よ うに な り，

今 日 で は処 遇 面 だ け で は な く社 員 の生 産 性 や 満

足 度 の 向 上 ，従 業 員 の 職 務 能 力 の 向 上 ，キ ャ リア

開 発 ， 動 機 づ け とな って い る.

調 査 対 象 が 以 下 の よ うに 異 な るの で比 較 に は 注

意 を要 す る.IMS調 査 は1，800以 上 の 雇 用 主 に

配 布， 回 答 は856人(回 収 率46%)で ， 詳 細 は

Institute of Personnel Management(IPM， 後

のIPD)(1992)を 参 照. IPD調 査 は従 業 員25～

5，000人 の 組 織 の 人 事 担 当 者2，750人 に配 布 ， 回

答 は562人(回 収 率20.4%)で ， 詳 細 はArm-

strong&Baron(1998)に あ る.い ず れ の調 査 も

民 間 企業 と公 的機 関 を 含 む.

NHS(国 民 保 健 サ ー ビス)を 調 査 したDowling

and Richardson(1997)は ， PRPス キ ー ム が そ

れ ほ ど成 功 して い な い の は，① モ チ ベ ー シ ョ ンや

行 動 の面 で の変 革が 行 わ れ て い な い，② 評 価 が不

適 切 で あ る，③ 評 価 が 不 適 切 で あ る た め に報 酬 が



   魅 力的 でない，のいず れかの理 由によると主張す

   る.

(10)先 に述 べた よ うにマ ニュア ルワーカ ーに対 して

   査 定その ものが な され ていなか った ことを考え

   れば この実施率 は高 い.マ ニュアルワーカー一とノ

   ンマ ニュアル ワーカ ーの雇 用条件 のハ ーモ ナイ

   ゼー ション(あ るいは シングル ステー タス化)が

   見 られ る例 で ある.パ ー トタイマー(55%)も 評

   価 の対象 とな って きてい るが，契約社員 は18%

   と少な く人事管理 システムか ら除 外 されて いる

  (Back 2000， p.249).

(11)SHL社 が1997年 に そ の顧 客 企 業 に実 施 した

   「人事考課 に関す るイギ リス調査」によ って いる.

(12)対 人関係 の重 要性 はRandell(1994， pp.240-

  241>も 主張す る.対 人関係 スキルより評価 シス

   テム とテ クニ ックを重視 す るアメ リカとは対照

   的 に， イギ リスでは，評価をす るに際 して，訓練

   プ ログラムに よ って上司 と部下 との対 人関係 ス

   キルを築 くアプローチが なされているという.

(13)見 直 しが なされている理 由と して，労働組 合が能

  力 ・キ ャリア開 発の観点 か ら人事.考課 の導入 に

  反対 しな くて も賃金 と人事 考課 を リンク した業

  績給(PRP)に 反対 していること (黒田1994， p.

  62)も 考 え られな くはないが，PMの 適用対象者

   が マニュアルワーカーよ り(以 前か ら人事考課の

   対象とな ってきた)管 理職 ・ホワイ トカラーを主

  体 と して い るこ とを 考慮 す ると労 働組 合の影響

   はそれ ほどは大 きくはないだろ う.
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